
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

目
次

○
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
（
附
則
第
三
項
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
８
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○
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

現

行

改

正

案

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
等
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
八
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
）

附
則

附
則

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
算
定
方
法
）

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
算
定
方
法
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
定
排
出
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
量
の
全
部
又
は
一
部
を

（
新
設
）

大
気
中
に
排
出
せ
ず
に
回
収
し
燃
料
の
製
造
の
用
に
供
し
た
場
合
そ
の
他
環
境
省
令

・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
温
室
効

果
ガ
ス
算
定
排
出
量
の
算
定
に
当
た
り
、
第
一
項
第
一
号
イ

及
び

並
び
に
第
二

(1)

(2)

号
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
二
酸
化
炭
素
の
量
か
ら
、
当
該
回
収
さ
れ

、
及
び
適
正
に
処
理
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
を
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
信
託
の
記
録
の
申
請
）

（
信
託
の
記
録
の
申
請
）

第
十
一
条

法
第
五
十
二
条
の
記
録
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
信
託
の
記
録
」
と
い

第
十
一
条

法
第
五
十
二
条
の
記
録
（
以
下
「
信
託
の
記
録
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の

う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
環
境
大
臣
及
び
経

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
対
す
る
申
請
に
よ
り
行
う
。

済
産
業
大
臣
に
対
す
る
申
請
に
よ
り
行
う
。
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一

信
託
の
委
託
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
委
託
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
信
託

一

信
託
の
委
託
者
（
以
下
「
委
託
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
信
託
の
受
託
者
（
以
下

の
受
託
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
へ
の
算
定
割
当
量

「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
へ
の
算
定
割
当
量
の
移
転
に
よ
り
当
該
算
定
割
当
量
が

の
移
転
に
よ
り
当
該
算
定
割
当
量
が
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

委

信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

委
託
者

託
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令

２

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

委
託
者
、
受
託
者
及
び
信
託
の
受
益
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
受
益
者
」

三

委
託
者
、
受
託
者
及
び
信
託
の
受
益
者
（
以
下
「
受
益
者
」
と
い
う
。
）
の
氏

と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

四
～
十
三

（
略
）

四
～
十
三

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
五
章

国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
等

（
新
設
）

（
法
人
等
保
有
口
座
の
記
録
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
五
十
七
条
の
八
第
二
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
国
際

（
新
設
）

協
力
排
出
削
減
量
に
つ
い
て
の
処
分
の
制
限
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

（
信
託
の
記
録
の
申
請
）

第
二
十
二
条

法
第
五
十
七
条
の
十
四
の
記
録
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
信
託
の
記

（
新
設
）

録
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
者
の
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
対
す
る
申
請
に
よ
り
行
う
。

一

信
託
の
委
託
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
委
託
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
信
託

の
受
託
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
へ
の
国
際
協
力
排

出
削
減
量
の
移
転
に
よ
り
当
該
国
際
協
力
排
出
削
減
量
が
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
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と
と
な
る
場
合

委
託
者

二

受
託
者
の
変
更
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
が
新
受
託

者
に
移
転
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

前
受
託
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

受
託
者

２

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
申
請
を
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
及

び
第
四
項
の
規
定
は
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
二
項
第
一
号
中
「
管
理
口
座
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
等
保
有
口
座
」
と
、
同
項

第
二
号
中
「
算
定
割
当
量
の
種
別
ご
と
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
協
力
排
出
削
減
量
」

と
、
同
条
第
四
項
中
「
法
第
四
十
五
条
第
三
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十

七
条
の
八
第
二
項
第
四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
代
位
に
よ
る
申
請
）

第
二
十
三
条

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
の
受
益
者
（

（
新
設
）

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
受
益
者
」
と
い
う
。
）
又
は
委
託
者
は
、
受
託
者
に
代
位

し
て
信
託
の
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
受
益
者
又
は
委
託
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
氏
名
又
は
名
称
」
と
、
「
算
定

割
当
量
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
協
力
排
出
削
減
量
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
同
時
申
請
）

第
二
十
四
条

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
の
記

（
新
設
）

録
の
申
請
は
、
同
号
に
規
定
す
る
移
転
に
係
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
振
替
の
申

請
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
信
託
の
記
録
の
抹
消
の
申
請
）

第
二
十
五
条

信
託
の
記
録
の
抹
消
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

（
新
設
）
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当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
対
す
る
申
請
に
よ
り
行

う
。

一

国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
移
転
に
よ
り
当
該
国
際
協
力
排
出
削
減
量
が
信
託
財

産
に
属
さ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合

受
託
者

二

受
託
者
の
変
更
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
が
新
受
託

者
に
移
転
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

前
受
託
者

三

国
際
協
力
排
出
削
減
量
を
固
有
財
産
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
国
際
協

力
排
出
削
減
量
が
信
託
財
産
に
属
さ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合

受
託
者
及
び
受
益

者

２

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
を
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
管
理
口
座
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
等

保
有
口
座
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
算
定
割
当
量
の
種
別
ご
と
」
と
あ
る
の
は
「
国

際
協
力
排
出
削
減
量
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
同
時
申
請
）

第
二
十
六
条

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
の
記
録
の
抹

（
新
設
）

消
の
申
請
は
、
同
号
に
規
定
す
る
移
転
に
係
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
振
替
の
申

請
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
託
者
の
変
更
）

第
二
十
七
条

受
託
者
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
受
託
者
は
、
環
境
省

（
新
設
）

令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
信
託
財
産
に
属
す
る
国
際
協
力
排

出
削
減
量
に
つ
い
て
新
受
託
者
へ
の
移
転
に
係
る
振
替
の
申
請
（
次
項
に
お
い
て
「

国
際
協
力
排
出
削
減
量
振
替
申
請
」
と
い
う
。
）
を
す
る
の
と
同
時
に
、
当
該
国
際

協
力
排
出
削
減
量
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
五
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
次
項
に
お
い
て
「
受
託
者
変
更
記
録
等
申
請
」
と
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い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
申
請
と

同
時
に
、
そ
の
変
更
を
証
明
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
公
益
信
託

ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
受
託
者
の
任
務
の
終
了
及
び
受
託
者
の
変
更

が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
新
受
託
者
も
、
国
際
協
力
排
出
削
減
量
振
替
申
請
及

び
受
託
者
変
更
記
録
等
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
受

託
者
変
更
記
録
等
申
請
は
、
国
際
協
力
排
出
削
減
量
振
替
申
請
と
同
時
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
準
用
）

第
二
十
八
条

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
信
託
の
記
録
に
つ
い
て
準

（
新
設
）

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
十
三

号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第

二
項
第
三
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

雑
則

第
五
章

雑
則

（
手
数
料
の
額
等
）

（
手
数
料
の
額
等
）

第
二
十
九
条

法
第
六
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
者
が
同
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け

第
二
十
一
条

法
第
六
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
者
が
同
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
（
以
下
「
手
数
料
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
五
十
七
条
の
九
第
三
項
の
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
の
申
請
を
す
る
者

（
新
設
）

一
万
四
千
四
百
円

五

法
第
五
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
振
替
の
申
請
を
す
る
者

二
千
五
百
円

（
新
設
）
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六

法
第
五
十
七
条
の
十
七
の
書
面
の
交
付
を
請
求
す
る
者

千
二
百
円

（
新
設
）

２

前
項
各
号
で
定
め
る
手
数
料
は
、
申
請
書
に
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
で
定
め
る
手
数
料
は
、
申
請
書
に
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
し
な
け
れ

そ
の
他
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

３

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
国
の
管
理
口

３

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
国
の
管
理
口

座
に
無
償
で
算
定
割
当
量
を
移
転
す
る
場
合
又
は
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
が
政
府

座
に
無
償
で
算
定
割
当
量
を
移
転
す
る
場
合
に
は
、
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で

保
有
口
座
に
無
償
で
国
際
協
力
排
出
削
減
量
を
移
転
す
る
場
合
に
は
、
環
境
省
令
・

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
振
替
の
申
請
に
係
る
法
第
六
十
二
条
の
手
数
料
を
免

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
振
替
の
申
請
に
係
る
手
数
料
を
免

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

（
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
三
十
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

別
表
第
九
（
第
五
条
―
第
七
条
関
係
）

別
表
第
九
（
第
五
条
―
第
七
条
関
係
）

（
略

（
略
）

（
略
）

（
略

（
略
）

（
略
）

）

）

五

半
導
体
素
子
等

算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
半
導
体
素
子
、
半

五

半
導
体
素
子
等

算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
半
導
体
素
子
、
半

の
製
造

導
体
集
積
回
路
若
し
く
は
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の

の
製
造

導
体
集
積
回
路
若
し
く
は
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の

工
程
に
お
け
る
酸
化
膜
の
形
成
若
し
く
は
ド
ラ
イ
エ

工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の

ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用

製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
一
酸
化
二
窒
素
の

さ
れ
た
一
酸
化
二
窒
素
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を

量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
一
酸

い
う
。
）
に
、
当
該
一
酸
化
二
窒
素
の
一
ト
ン
当
た

化
二
窒
素
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ

り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
一
酸

れ
る
ト
ン
で
表
し
た
一
酸
化
二
窒
素
の
量
と
し
て
環

化
二
窒
素
の
量
と
し
て
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令

境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
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で
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
か
ら
、
当
該

得
ら
れ
る
量
か
ら
、
当
該
一
酸
化
二
窒
素
の
う
ち
適

一
酸
化
二
窒
素
の
う
ち
適
正
に
処
理
さ
れ
た
も
の
の

正
に
処
理
さ
れ
た
も
の
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を

量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得

い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら
れ
る
量

ら
れ
る
量

（
略

（
略
）

（
略
）

（
略

（
略
）

（
略
）

）

）
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○
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
（
附
則
第
三
項
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

現

行

改

正

案

（
船
舶
登
記
令
等
に
係
る
特
例
）

（
船
舶
登
記
令
等
に
係
る
特
例
）

第
七
十
三
条

（
略
）

第
七
十
三
条

（
略
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）

特
定
目
的
信
託
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

特
定
目
的
信
託
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

10

10

十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
（
同
令
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お

十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令

項
第
五
号
中
「
信
託
管
理
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
代
表
権
利
者
又
は
特
定
信
託
管
理

第
十
一
条
第
二
項
第
五
号
中
「
信
託
管
理
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
代
表
権
利
者
又
は

者
」
と
す
る
。

特
定
信
託
管
理
者
」
と
す
る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

11

15

11

15


